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                                             日時：平成２８年２月１０日（水） 

                                                     13:00～14:00         

                                           場所：高松サンポート合同庁舎 

                             １３階災害対策室 

 

議 事 次 第 

 

１．開 会                                

                         

２．挨 拶                            

 

３．議 事 

  【報告事項】  

（１）平成２７年度の取り組み状況について           【資料－１】 

 

 

【審議事項】   

（２）「四国品確協」設置要領の改正（案）について       【資料－２】 

     

(３)平成２８年度の実施方針（案）について           【資料－３】 

 

（４）平成２８年度の発注関係事務の実施状況の把握について   【資料－４】 

 

【意見交換等】 

（５）意見交換                     

 

（６）その他 

 

４．閉 会                              
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平成２７年度の取り組み状況について

資料－１



四国地方公共工事品質確保推進協議会の取り組み状況（設立時～）

平成１７年４月１日 「公共工事の品質確保の促進に関する法律」施行

＜メンバー＞ 整備局、４県、４市

＜目的＞ 協力体制の強化、情報交換による連携

発注者支援業務の体制づくり、地方公共団体等への支援等

→公共工事の品質確保の推進及び発注者支援に寄与

平成１８年７月１２日
四国地方公共工事

品質確保推進協議会設立
(略称：四国品確協)

◎Ｈ２０年度には他省庁等も加え、現在の体制に拡充（11国の機関、3特殊法人、4県、95市町村）

毎年度
協議会（幹事会）

を開催
協議会＝６回、幹事会＝７回

平成２６年６月４日 「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(公布・施行)

平成２６年７月１６日 四国品確協 幹事会 開催

平成２６年９月３０日 「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針(基本方針)」(閣議決定)

品確法第22条「発注関係事務の運用に関する指針」（運用指針）」(1/30策定)

＜会議での主な内容＞

（１）総合評価方式の導入・拡大等

（２）発注者支援の具体的な施策展開

（３）地方公共団体等への発注関係事務の支援等の運営管理

（４）協力体制の強化のために関係機関との連携

（５）その他前条の目的を達成するために必要な事項

現在及び将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保の促進

四
国
品
確
協
の
活
動

品
確
法
に
基
づ
く
取
り
組
み

改
正
品
確
法
第
二
十
二
条
に
基
づ
く

運
用
指
針
の
策
定

平成２７年１月２６日 四国品確協 協議会 開催

四国品確協 各県部会発足 2/12徳島県、2/2香川県、2/4愛媛県、2/5高知県

1-1

運
用
指
針
の

運
用
開
始

平成２７年４月１日 品確法運用指針に基づく発注関係事務の運用開始



四国地方公共工事品質確保推進協議会の取り組み状況（平成２７年度）

Ｈ２７．９．２ Ｈ２７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（幹事会）開催

・Ｈ２７年度実施方針に基づきＨ２７年度取り組み内容について協議 等

･発注者間の連携

･地方公共団体等への発注関係事務の支援等

･今後のスケジュール

Ｈ２７．５～７月 県部会 開催

・Ｈ２７年度取り組み方針、活動方針等について

・発注者支援体制の紹介、情報提供及び共有を図り取組を推進・強化する。

Ｈ２８．２．10 Ｈ２７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会開催

Ｈ２８．１．19 Ｈ２７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（幹事会）開催

・Ｈ２７年度取り組み状況について

・Ｈ２８年度実施方針（案）、Ｈ２８年度実施状況の把握 等

Ｈ２７．10～11月 県部会 開催

・Ｈ２７年度実施状況の把握について

・Ｈ２８年度実施状況の把握項目について

5/18 香川県 7/10   愛媛県

5/20  徳島県 7/23 高知県

Ｈ２７．９月 運用指針を踏まえた実施状況の把握 調査依頼

調査結果まとめ

・Ｈ２７年度取り組み状況について、Ｈ２８年度実施方針（案）、Ｈ２８年度実施状況の把握 等

運用指針を踏まえた実施状況の把握結果の公表

10/28 香川県 11/17   愛媛県

11/16  徳島県 11/19 高知県

1-２



平成２７年度四国品確協活動状況

1-3

①県部会を中心として自治体支援活動を実施

②自治体支援（工事検査・成績評定の臨場）の活用推進 (12月末現在)

整

備

局

③国・県等の既存研修制度等の活用推進

連携

臨場

研修 主催者以外への研修参加者数(香川県は一部県職員も含む)

徳島県：214名（３研修）、香川県：253名（4研修等）、愛媛県：197名（3研修等）、高知県：200名（3研修等）、整備局：68名（11研修）

３４自治体 ８９名

④国・県の職員等を学識経験者として活用推進 (12月28日現在)

派遣 県職員を学識者として派遣した市町村

徳島県：8市町、香川県：5市町、愛媛県：7市町、高知県：５市町村

⑤国と県による発注関係事務実施状況をヒアリング
ﾋｱﾘﾝｸﾞ

発注関係事務の課題等の把握

・各県部会

第１回県部会＝徳島県：H27. 5.20 香川県：H27. 5.18 愛媛県：H27. 7.10 高知県：H27. 7.23

第2回県部会＝徳島県：H27.11. 16 香川県：H27.10.28 愛媛県：H27.11.17 高知県：H27.11.19

・発注関係事務の実施状況（Ｈ２７）について把握

・発注見通しの公表・・・４県、市町村、国、特殊法人のＨＰリンクを拡充。国、特殊法人、愛媛県内の自治体は全て実施済

・入札不調・不落状況の把握・・・随時や定期的（毎月）、『四国ブロック不調不落対策ホットライン』として不調・不落情報の報告

合計 ９３２名

合計 ２５自治体

・ ７～ ９月 臨場２５名（ ８自治体）１２工事

・１０～１２月 臨場１８名（ ７自治体） ６工事

・ １～ ２月 申込み受付中

各
県

・徳島県： ７市町１５名

・香川県： ５市町１７名

・愛媛県： ７市町１４名

合
計

国職員を派遣

なし

各
県

整

備

局

各県団体 3市1町各
県

(述べ)



①県部会を中心として自治体支援活動を実施

平成２７年度四国品確協活動状況

Ｐ．1-4

四国地方公共工事品質確保推進協議会

会 長：四国地方整備局長

幹事長：企画部長幹事会

愛媛県部会 部会長：愛媛県技術監
(H27.2.4発足) 代表事務所：松山河川国道事務所、松山港湾・空港整備事務所

大洲河川国道事務所

県部会

高知県部会 部会長：高知県土木技術監

(H27.2.5発足) 代表事務所：高知河川国道事務所、高知港湾・空港整備事務所

中村河川国道事務所

香川県部会 部会長：香川県土木部長
(H27.2.2発足) 代表事務所：香川河川国道事務所、高松港湾・空港整備事務所

徳島県部会 部会長：徳島県土整備部長
(H27.2.12発足) 代表事務所：徳島河川国道事務所、小松島港湾・空港整備事務所

【香川県部会】 【高知県部会】

第1回県部会
■開催日 H27.5.20
■参加団体数２６団体、参加者数５２人
■主な内容

○発注関係事務の適切な実施に向けて
○情報提供

第2回県部会
■開催日 H27.11.16
■参加団体数２４団体、参加者数５１人
■主な内容

○公共事業の品質確保について
○品確法を踏まえた官庁営繕の主な取り組み
○発注関係事務(取組事項)の実施状況の把

握、改善・支援について
○発注関係事務(平成28年度追加取組事項)

について
○発注関係事務の適切な実施に向けて
○情報提供

第1回県部会
■開催日 H27.5.18
■参加団体数１８団体、参加者数４２人
■主な内容

○平成27年度香川県部会の活動について
○周知事項

第2回県部会
■開催日 H27.10.28
■参加団体数１５団体、参加者数３８人
■主な内容

○改正品確法第22条に基づく発注関係事務
の運用に関する指針について

○平成27年度四国品確協香川県部会の活動
状況

○発注関係事務の実施状況について
○公共工事の品質確保について
○品確法を踏まえた官庁営繕の主な取組

第1回県部会
■開催日 H27.7.10
■参加団体数２２団体、参加者数５１人
■主な内容

○愛媛県部会の設置要領について
○平成27年度取組方針(案)について
○公共工事の品確推進に係る取り組みに

ついて
○その他、意見情報交換

第2回県部会
■開催日 H27.11.17
■参加団体数２１団体、参加者数４７人
■主な内容

○第１回四国地方公共工事品質確保推進協
議会幹事会結果について(概要報告)

○取り組み事例の報告（県・市町）
○愛媛県部会平成27年度各発注機関で検討

を行う事項について
○公表用取り組み事項について
○公共工事の品質確保について
○品確法を踏まえた官庁営繕の主な取組

第1回県部会
■開催日 H27.7.23
■参加団体数３６団体、参加者数５０人
■主な内容

○発注関係事務の適切な実施に向けて
○意見交換

第2回県部会
■開催日 H27.11.19
■参加団体数２４団体、参加者数４３人
■主な内容

○公共工事の品質確保について
○品確法を踏まえた官庁営繕の主な取組
○高知県部会の取組状況について
○その他(社会保険未加入対策について)

【徳島県部会】 【愛媛県部会】

※参加団体数、参加者数には、整備局・県含む。平成２７年度 県部会開催状況

1-4

H２７第２回愛媛県部会(H27.11.17)



②自治体支援（工事検査・成績評定の臨場）の活用推進（継続）12月28日現在

・自治体発注担当者等の工事検査・工事成績評定能力の向上を目的として、国・県の工事検査、

成績評定の臨場（実地研修）を実施。

・四国全体における12月末現在迄の臨場者は、34自治体89名。

平成２７年度四国品確協活動状況

1-5

実地検査は
約７割が

「参考になった」と回答。

[国・臨場者のアンケートより]

状況や流れ、書面検査は
９割以上が

「参考になった」と回答。

100%

※国交省15件は各県と6件ダブり含む。 高知県市町村ではH26及び27は未実施。



③国・県等の既存研修制度等の活用推進（継続）

・自治体発注担当者等の必要な知識習得、技術力向上を図るため、国、県等の研修制度を積極的活用
・四国全体における平成２７年度の既存研修制度の活用状況は、国・県とも例年より参加人数が増

平成２７年度四国品確協活動状況

【国・県の研修への市町村職員の参加状況】

1-6

参加状況（H27.11.末現在）
◆徳島県： ３研修(3,3) ２１４名(128,127)

◆香川県： ４研修(3,3) ２５３名(69,57) H27は県職員も含む

◆愛媛県： ３研修(3,3) １９７名(209,44)

◆高知県： ３研修(1,1) ２００名(30,23)

◆国交省：１１研修(14,2) ６８名(64,2)

※（ ）内は(H26,H25)実績
※ ※

四国全体：２４研修(24,12) ９３２名（500,253）

技術者研修会及び
積算基準説明会を

8回実施

基準書等改訂
説明会を5回

実施
技術管理等
説明会を4回

実施



平成２７年度四国品確協活動状況

1-7

□平成２７年度の研修実績

③国・県等の既存研修制度等の活用推進（継続）



平成２７年度四国品確協活動状況

1-8

③国・県等の既存研修制度等の活用推進（継続）

□平成２７年度の研修実績

※ 監督検査技術、設計積算技術、道路行政マネジメント、道路技術(構造物設計)、総合計画研修については自治体参加者無し



④学識経験者として国・県等派遣職員の活用推進（継続）12月28日現在

・四国全体における平成２７年度の国・県等派遣職員の活用市町村は、２５市町村であり、活用状況は減少
(H26年度：２８市町村)

平成２７年度四国品確協活動状況

1-9

※（H27.11.末現在）

※学識経験者には、意見を聴く発注者とは別の公共工事の発注者の立場での実務経験を有している者等も含まれる。
（公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針について Ｈ１７．８．２６閣議決定より）



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

＜「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 の主なポイント＞

運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することができるよう、

市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積

算を行う。積算に当たっては、適正な工期を前提とし、最新の積算基準を適

用する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制

度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第１号の規

定に違反すること等から、これを行わない。

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実

態の乖離が想定される場合は、見積りを活用することにより予定価格を適切に

見直す。

債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底など予算執行

上の工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等を行うとともに、週休２

日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施工時

期等の平準化を図る。

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価

を実施する。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂

に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を

、必要に応じて開催する。

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把

握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市

町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求

める。

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切に設計図書

の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う

予定価格の適正な設定

歩切りの根絶

低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

適切な設計変更

発注や施工時期の平準化

見積りの活用

完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

受注者との情報共有、協議の迅速化

各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中か

ら適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用する。

工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

発注者間の連携体制の構築
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発注関係事務の実施状況（Ｈ２７）の把握について



発注関係事務の実施状況（Ｈ２７）の把握について

◆必ず実施すべき事項

・「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」を踏まえて、発注関係事務を適切かつ効率的に実施する

ため、取り組むべき事項を整理。

・地域発注者協議会（四国品確協）を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握。

・平成２７年度は、運用指針を踏まえて、運用指針の主なポイントの「必ず実施すべき事項」について、実施状況

を把握し公表。

1-11

小項目

予定価格の適正な設定

最新の積算基準の適用 ○ ○

最新の労務【技術者】単価等の適用（年度途中に改定があった場合は見直す） ○ ○

適正な工期の設定（準備・後片付・雨天・休日等不稼働日等考慮） ○ ○

歩切りの根絶 ○ ○

低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定・活用の徹底等 ○ ○

低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定 ○ ○ 工事は品確協継続取り組み

予定価格の原則事後公表 ○ ○ 工事は品確協継続取り組み

適切な設計変更

施工条件の変化等に応じた適切な設計変更【精算変更の実施】 ○ ○

発注者間の連絡体制の構築

発注関係事務の実施状況の把握 － － 協議会にて調査

【　】は業務

大項目
工事 業務 備考

◆必ず実施すべき事項



「四国品確協」設置要領の改正（案）について

資料－２



連携

○ 品確法※第22条に基づく運用指針の本格運用（H27.4～）を踏まえ、市町村等の発注者に対する支援や

連携を可能とするため、全47都道府県に、① 国の相談窓口、② 都道府県毎の発注者協議会を設置

○ 国による効果的な支援の実施に向けて、地方整備局等における体制の強化が必要

「公共工事発注者支援本部」を設置し、関係部局の連携による支援を推進

立場の異なる発注者からの広範な相談内容も

参考に、より効果的な情報提供・助言が可能

■ 公共工事発注者支援本部について

○ 各地方整備局及び北海道開発局に設置。平成２７年９月１日より、全面的に運用開始。

○ 公共工事の発注者の発注関係事務に係る以下の事務について対応。 関係部局間の連携を強化。

ⅰ．相談（各種施策の推進に当たっての課題 等） ⅱ．必要な情報提供及び助言

ⅲ．その他の必要な支援

『公共工事発注者支援本部』 設置による発注者に対する支援等の推進

○ 支援本部の役割

・既存の様々な窓口で把握した発注者が抱えている課題等

について、支援本部で一元的に集約・整理

・品確協※1 、公契連※2等を通じた情報提供や助言の実施

＜四国ブロックの運用＞ ＜体制イメージ＞

四国地整公共工事発注者支援本部
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※公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）

※1公共工事品質確保推進協議会

※2公共工事契約制度運用連絡協議会
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「四国地方公共工事品質確保推進協議会」設置要領 改正案 

 

  以下、赤書き:改正案 斜書き：改正主旨 

（名称） 

第１条 本会は、四国地方公共工事品質確保推進協議会（以下「協議会」という）と称

する。 

 

（目的） 

第２条 本協議会は、現在及び将来の公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育

成及び確保を図るため、国、地方公共団体及び特殊法人等の各発注者が責務を果

たすことを目的として、協力体制を強化し、情報交換を行うなど相互に緊密な連

携を図り、発注者としての具体的な施策の検討、発注関係事務を適切に実施する

ための発注者支援の体制づくりの検討を行うとともに地方公共団体等への支援等

を行う。 

 

（業務） 

第３条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する業務を行う。 

（１）各発注者の発注関係事務の実施状況の把握 

（２）発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整 

（３）発注者共通の課題への対応や各種施策の推進 

（４）地方公共団体等への発注関係事務の支援等及びその運営管理 

 

（委員） 

第４条 本協議会は、協議会の主旨に賛同する公共工事発注機関（別紙１に掲げる委員）

をもって構成する。 

 

（会長） 

第５条 本協議会に、会長を置き、国土交通省四国地方整備局長がこれにあたる。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

 

（幹事） 

第６条 協議会の円滑な運営を補助するために協議会に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、別紙２に掲げる幹事をもって構成する。 

３ 幹事会に、幹事長を置き、国土交通省四国地方整備局企画部長がこれにあたる。 

 

 

資料２
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（県部会） 

第７条 協議会の業務を円滑に推進するため、協議会に徳島県、香川県、愛媛県及び高

知県の各県の部会（以下「県部会」という）を置く。 

２ 県部会に、部会長を置く。 

３ 部会長は、会務を総理し、県部会を代表する。 

 

（会議） 

第８条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。 

３ 委員は、あらかじめ指名した者を代理として会議に出席させることができる。 

４ 会長は、必要がある時は、別紙１に掲げる者以外の者の参加を求めることができ

る。 

５ 幹事長は、必要がある時は、別紙２に掲げる者以外の者の参加を求めることがで

きる。 

 

（事務局） 

第９条 協議会及び幹事会の事務局は、四国地方整備局企画部技術管理課が関係機関の

協力を得て努める。 

 

（雑則）改正（施行）日を追加 

第10条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定

める。 

付則 この要領は、平成１８年７月１２日から施行する。 

付則 この要領は、平成１８年１１月１３日から施行する。 

付則 この要領は、平成１９年７月１８日から施行する。 

付則 この要領は、平成２０年１０月２４日から施行する。 

付則 この要領は、平成２４年１月３１日から施行する。 

付則 この要領は、平成２５年１月２８日から施行する。 

付則 この要領は、平成２７年１月２６日から施行する。 

付則 この要領は、平成２８年２月１０日から施行する。 

 

2-3 



 

別紙１名称変更委員を追加・修正 

第４条関係（委員） 

（１）会長：国土交通省 四国地方整備局長 

（２）委員：国土交通省 四国地方整備局次長 

次長兼総務部長 

企画部長 

建政部長 

港湾空港部長 

営繕部長 

農林水産省 中国四国農政局 整備農村振興部長 

林野庁 四国森林管理局 計画保全部長 

環境省 中国四国地方環境事務所 統括自然保護企画官 

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局長 

財務省 四国財務局 総務部長 

財務省 高松国税局 総務部次長 

徳島県 県土整備部長 

農林水産部長 

香川県 土木部長 

農政水産部長 

愛媛県 土木部長 

農林水産部長 

高知県 土木部長 

農業振興部長 

市町村 市町村長 

西日本高速道路(株)  四国支社 建設事業部長 

本州四国連絡高速道路(株） 坂出管理センター所長 
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別紙２名称変更幹事を追加・修正 

第６条 関係（幹事） 

（１）幹事長： 国土交通省 四国地方整備局 企画部長 

（２）幹 事： 国土交通省 四国地方整備局 企画部 技術調整管理官 

企画部 技術開発調整官 

企画部 総括技術検査官 

総務部 総括調整官 

総務部 契約管理官 

建政部 建設産業調整官 

建政部 都市調整官 

河川部 河川調査官 

道路部 地域道路調整官 

港湾空港部 港湾空港企画官 

港湾空港部 事業計画官 

営繕部 営繕調査官 

農林水産省 中国四国農政局 整備農村振興部 設計課長 

林野庁 四国森林管理局 計画保全部 治山課長 

環境省 中国四国地方環境事務所 国立公園・保全自然環境整備課長 

高等裁判所 高松高等裁判所 事務局 会計課長 

財務省 四国財務局 総務部 会計課長 

財務省 高松国税局 総務部 営繕監理官 

徳島県 県土整備部 副部長 

農林水産部 農山村整備課長 

香川県 土木部 次長 

農政水産部 農村整備課長 

愛媛県 土木部 技術監 

農林水産部 農業振興局 農地整備課長 

高知県 土木部 土木技術監兼建設検査長 

農業振興部 農業基盤課長 

市町村 担当部課長等 

西日本高速道路(株)  四国支社 建設事業部 技術審査役 

本州四国連絡高速道路(株)  坂出管理センター副所長 

【オブザーバー】 

国土交通省 四国運輸局 

第五管区海上保安本部 

警察庁 四国管区警察局 

経済産業省 四国経済産業局 

（独）水資源機構 
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平成２８年度実施方針（案）について

資料－３



１）協議会の実施方針（案）

１．公共工事の品質確保の促進に向けた取組

○現在及び将来にわたるインフラの品質確保とその担い手の中長期的な育成・確保を図るため、

各発注者が改正品確法第７条に規定する「発注者の責務」等を踏まえて、発注関係事務を

適切かつ効率的に実施する。

3-1

２．発注者間の連携や調整

①各発注者の発注関係事務の実施状況を把握

②各発注者の発注関係事務の実施状況を公表

③発注関係事務の適切かつ効率的な運用の実施のために必要な連携や調整

④発注者共通の課題への対応や各種施策の推進

３．地方公共団体等への発注関係事務の支援等

○地方公共団体等への発注関係事務の支援等及びその運営管理

・発注関係事務の実施状況の把握結果を踏まえた国・県の個別支援

・品質確保関係相談窓口（国・県）の活用

・外部からの支援体制の活用

・工事検査・成績評定の臨場の活用

・国・県等の既存研修制度の活用

・国・県の職員等を学識経験者として活用

・国と県による市町村との意見交換の実施等



２）協議会のスケジュール（案）について

Ｈ２８．２．１０ Ｈ２７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会 開催

・Ｈ２７年度発注関係事務実施状況報告

・Ｈ２８年度実施方針（案）の決定 等
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Ｈ２８．10～11月頃

Ｈ２９．１～２月頃 Ｈ２８年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会 開催予定

Ｈ２８．１．１９ Ｈ２７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会（幹事会）開催

・Ｈ２７年度発注関係事務実施状況の把握

・Ｈ２８年度実施方針（案）協議 等

Ｈ２８．４～７月頃 幹事会、県部会 開催予定

・Ｈ２８年度実施方針（案）に基づき、幹事会、県部会を適宜開催する。

・Ｈ２８年度実施計画の策定、発注関係事務の実施状況の把握（目標の設定）→公表

幹事会、県部会 開催予定

・Ｈ２８年度実施方針（案）に基づき、幹事会、県部会を適宜開催する。

・Ｈ２８年度発注関係事務の実施状況の把握（達成状況）

・Ｈ２８年度発注関係事務の実施状況の報告（達成状況）→公表

・Ｈ２９年度実施方針（案）の決定 等



発注関係事務の実施状況（Ｈ２８）の把握について

資料－４



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

＜「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」 の主なポイント＞

運用指針とは：品確法第22条に基づき、地方公共団体、学識経験者、民間事業者等の意見を聴いて、国が作成

各発注者が発注関係事務を適切かつ効率的に運用できるよう、発注者共通の指針として、体系的にとりまとめ
国は、本指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表

予定価格の設定に当たっては、適正な利潤を確保することができるよう、

市場における労務及び資材等の取引価格、施工の実態等を的確に反映した積

算を行う。積算に当たっては、適正な工期を前提とし、最新の積算基準を適

用する。

ダンピング受注を防止するため、低入札価格調査制度又は最低制限価格制

度の適切な活用を徹底する。予定価格は、原則として事後公表とする。

歩切りは、公共工事の品質確保の促進に関する法律第７条第１項第１号の規

定に違反すること等から、これを行わない。

入札に付しても入札者又は落札者がなかった場合等、標準積算と現場の施工実

態の乖離が想定される場合は、見積りを活用することにより予定価格を適切に

見直す。

債務負担行為の積極的な活用や年度当初からの予算執行の徹底など予算執行

上の工夫や、余裕期間の設定といった契約上の工夫等を行うとともに、週休２

日の確保等による不稼働日等を踏まえた適切な工期を設定の上、発注・施工時

期等の平準化を図る。

必要に応じて完成後の一定期間を経過した後において施工状況の確認及び評価

を実施する。

各発注者は受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答に努める。

設計変更の手続の迅速化等を目的として、発注者と受注者双方の関係者が一堂

に会し、設計変更の妥当性の審議及び工事の中止等の協議・審議等を行う会議を

、必要に応じて開催する。

地域発注者協議会等を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把

握するとともに、各発注者は必要な連携や調整を行い、支援を必要とする市

町村等の発注者は、地域発注者協議会等を通じて、国や都道府県の支援を求

める。

必ず実施すべき事項 実施に努める事項

施工条件と実際の工事現場の状態が一致しない等の場合、適切に設計図書

の変更及びこれに伴って必要となる請負代金の額や工期の適切な変更を行う

予定価格の適正な設定

歩切りの根絶

低入札価格調査基準又は最低制限価格の設定・活用の徹底等

適切な設計変更

発注や施工時期の平準化

見積りの活用

完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

受注者との情報共有、協議の迅速化

各発注者は、工事の性格や地域の実情等に応じて、多様な入札契約方式の中か

ら適切な入札契約方式を選択し、又は組み合わせて適用する。

工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

発注者間の連携体制の構築
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発注関係事務の実施状況（Ｈ２８）の把握について



発注関係事務の実施状況（Ｈ２８）の把握について

◆必ず実施すべき事項

◆実施に努める事項

発注や施工時期の平準化

見積りの活用

受注者との情報共有、協議の迅速化

完成後一定期間を経過した後における施工状況の確認・評価

大項目

工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用
平成２８年度第１回県部会
で把握項目を設定する予
定

※

※完成後の施工品質の確認及び評価のあり方を国で検討中

・「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」を踏まえて、発注関係事務を適切かつ効率的に実施する

ため、取り組むべき事項を整理。

・地域発注者協議会（四国品確協）を通じて、各発注者の発注関係事務の実施状況等を把握。

・平成２８年度は、運用指針の主なポイントの「必ず実施すべき事項」について、工事と業務の実施状況を把握

し公表。また、運用指針の主なポイントの「実施に努める事項」について、工事の実施状況を把握し公表。
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小項目

予定価格の適正な設定

最新の積算基準の適用 ○ ○

最新の労務【技術者】単価等の適用（年度途中に改定があった場合は見直す） ○ ○

適正な工期の設定（準備・後片付・雨天・休日等不稼働日等考慮） ○ ○

歩切りの根絶 ○ ○

低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定・活用の徹底等 ○ ○

低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定 ○ ○ 工事は品確協継続取り組み

予定価格の原則事後公表 ○ ○ 工事は品確協継続取り組み

適切な設計変更

施工条件の変化等に応じた適切な設計変更【精算変更の実施】 ○ ○

発注者間の連絡体制の構築

発注関係事務の実施状況の把握 － － 協議会にて調査

【　】は業務

大項目
工事 業務 備考

平成２８年度は工
事・業務ともに実
施状況等を把握し
公表

◆必ず実施すべき事項
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発注関係事務の実施状況の把握（Ｈ２８）について

公表のイメージ（Ｈ２８調査様式）

H28年度
目標

実施状況

その他
（実施状況
に変わる取
り組みがあ
れば記載）

備考
H28年度

目標
実施状況

その他
（実施状況
に変わる取
り組みがあ
れば記載）

備考
H28年度

目標
実施状況

その他
（実施状況
に変わる取
り組みがあ
れば記載）

備考

機関名

大項目

小項目 小項目 小項目



記号 内容 説明

◎ 実施済み
過年度より本格的に実施済みであり、当該年度にも継続して実施予定の場合
又は当該年度に本格実施済みの場合に選択

○ 実施予定
過年度に実施がなく、当該年度に本格的に実施予定の場合
又は過年度に一部実施（試行）済みであり、当該年度より本格的に実施予定の場合に選択

□ 一部実施 当該年度に一部のみ実施（試行）の場合に選択

△ 実施検討中 当該年度に実施する予定がなく、実施に向けた検討を行う場合に選択

－ 実施予定無し 当該年度に実施する予定がない、該当が無い場合に選択

※実施の考え方
・○○設計業務「原則全て」等、対象業務全件に適用する場合→「◎：実施済み」、「○：実施予定」
・○○設計業務のうち○○件程度等、一部案件に適用する場合→「□：一部実施」
・試行的に○○件程度実施又は実施予定→「□：一部実施」
・実施予定無しを選択した場合、該当案件が無い場合は備考欄に”該当案件無し”と記載
・最新の積算基準の適用等において部局で異なる場合→「□：一部実施」
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発注関係事務の実施状況の把握（Ｈ２８）について
実施目標の凡例（Ｈ２８）

実施状況の凡例（Ｈ２８）

記号 内容 説明

○ 実施 目標が達成された場合に選択

△ 一部実施 目標の一部が達成された場合に選択（実施目標で実施予定無し以外を選択した場合）

× 実施無し
1.実施目標で実施予定無しを選択した場合
2.目標設定したが達成出来なかった場合



発注関係事務の実施状況の把握（Ｈ２８）について(県部会)

徳島県部会資料
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発注関係事務の実施状況の把握（Ｈ２８）について(県部会)

香川県部会資料
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香川県部会 発注関係事務の実施状況の把握 1/2

１．必ず実施すべき事項の実施状況の把握結果

２．実施状況を踏まえた改善策・支援策

※ 香川県部会 設立：平成27年2月2日
第１回県部会：平成27年5月18日、 第2回県部会：平成27年10月28日

■工事（幹事会資料参照）

・予定価格の原則事後公表の項目以外は、全て適切に実施されている

・予定価格の原則事後公表の実施状況については、下記のとおり

公表 ： 事後公表 ⇒ １１団体

事前公表 ⇒ ４団体

非公表： ３団体

■業務（適切に実施できていない項目のみ抽出）

・歩切りの根絶 ： 数団体で実施を検討中

・低入札調査基準価格等の設定 ： ほとんどの団体で未設定

・予定価格の原則事後公表 ： 数団体が非公表

■工事・業務

・適切に実施できていない団体への改善の呼びかけ

・必要に応じて、改善に必要な支援を実施
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香川県部会 発注関係事務の実施状況の把握 2/2

３．実施に努める事項の把握項目

小項目

総合評価方式の導入

工事成績評定の実施

発注や施工時期の平準化

発注・施工時期等の平準化

HP上における発注見通しの公表

見積りの活用

不調・不落等の場合の見積りの活用

受注者との情報共有、協議の迅速化

受注者からの協議等について、速やかかつ適切な回答の実施

設計変更の妥当性等について受注者と協議する場を必要に応じて設ける

工事の性格等に応じた入札契約方式の選択・活用

大項目
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発注関係事務の実施状況の把握（Ｈ２８）について(県部会)

愛媛県部会資料
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発注関係事務の実施状況の把握（Ｈ２８）について(県部会)

高知県部会資料
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実施状況を踏まえた改善策・支援策（高知県部会）

○実施状況（工事）

②適正な工期の設定

③歩切りの根絶

④ダンピング対策

⑤予定価格の原則事後公表

⑥適切な設計変更

①最新の積算基準
　 単価の適用

実施済み

100%

実施済み

100%

実施済み

100%

全部事後63% 一部事後31% 事前

6%

実施済み

100%

実施済み

100%

①最新の積算基準・単価の適用
・不調・不落が続く工事については、最新の積算基準等の適用に加え、より実勢価格に近づける工夫の検討

（見積活用方式の活用など）
②適正な工期の設定
・年度末発注工事における適正工期を確保した発注の工夫
・余裕期間を設定した工事の実施（任意着手方式）
・週休２日の確保を促進するための余裕を持った工期の設定（H28.1～試行）
③適切な設計変更
・設計変更ガイドラインの制定

○平成28年度に向けた取組み

平成27年度の取組みの
結果、概ね目標を達成し
ているが、依然として、
入札の不調・不落は減少
しない。

※H27不調・不落発生率（県工事）
約１割（10月以降は約２割）

※平成28年度は、各発注者の取組みを県部会で共有し、参考や先行事例とできるよう取り組む。

※セットで実施
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実施に努める事項の把握項目について（高知県部会）

○実施に努める事項

①総合評価落札方式の導入
各発注者の地域の実情を踏まえたうえで、工事の内容等に応じて検討し、必要な場合は実施する。

②発注時期の平準化
・年度当初からの予算執行の徹底（早期発注）
・繰越制度（翌債）や債務負担行為の活用により、適正な工期の確保に努める。

③発注見通しの公表
各発注者の発注見通しについて、ホームページ上でリンクできるよう検討する。

○平成28年度に向けた取組み（検討）

【県部会での議論項目】
①総合評価落札方式の導入
②工事成績評定の実施
③発注時期の平準化

・早期発注
・繰越制度（翌債）の積極的活用
・債務負担行為の活用

④発注見通しの公表
ホームページ上での発注見通しの公表

入札契約方式の選択・活用
・総合評価落札方式の導入

・工事成績評定の実施

発注、施工時期の平準化
・債務負担行為の活用、早期発注

・余裕期間の設定

・発注見通し情報の共有化

見積の活用

受注者との情報共有協議の迅速化
・ﾜﾝﾃﾞｰﾚｽﾎﾟﾝｽ、設計変更審査会、三者会議

※上記項目については、平成28年度第1回高知県部会に向けて、さらに検討を進めていきます。
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平成２７年度 四国地方公共工事品質確保推進協議会
資料

参考資料－１～３

目次

参考資料１ 総合評価落札方式実施状況(H26)及び工事成績評定の実 P１～3
施状況(H26)（市町村）について

参考資料２ 施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について P4～10

参考資料３ 平成27年度北陸ブロック発注者協議会資料について P11～34



総合評価落札方式実施状況(H26)及び
工事成績評定の実施状況(H26)（市町村）

について

参考資料－１

1

平成２６年度 四国地方公共工事
品質確保推進協議会資料



総合評価落札方式実施状況（市町村）

◆総合評価落札方式の実施要綱を策定し、総合評価落札方式での発注ができる市町村は、

H26年度は四国全体で95%（90/95）。
◆公共工事の品質確保を図るため、全ての市町村で、総合評価落札方式での発注が

定着するよう推進されたい。

【四国の総合評価落札方式実施要綱策定市町村数】 【H26.12調査】

※（ ）内は、総合評価実施実績のある自治体数

※
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工事成績評定の実施状況（市町村）
◆工事成績評定は、四国全体における63市町村(66%)が実施（H25年度から変更なし）
◆工事成績評定の必要性

①評点を活用した受注業者の適正な選定
②優良業者の育成
③発注機関担当技術者の技術力向上

（ ）内は、自治体数

【成績評定の総合評価への活用】

【工事成績評定の実施状況（H26.2調査）】

■：実施

□：未実施

企業評価は、成績評定実施市町村の約半分が実施

平成26年12月調査

【自治体の評定実施状況推移】

徐々に増加傾向

（全体の約３３％）

技術者評価は、成績評定実施市町村の約１割が実施

（全体の約４％）

成績評定実施
（総合評価に活用)

成績評定実施
（総合評価に未活用)

成績評定実施
66%

成績評定未実施

成績評定実施
66%

成績評定実施
（総合評価に活用)

成績評定実施
（総合評価に未活用)

成績評定未実施
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施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について

参考資料－２
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国 官 総 第 １ ８ ６ 号 

国官会第２８５５号 

国 地 契 第 ４ ３ 号 

国 官 技 第 ２ ５ ５ 号 

国 営 管 第 ３ ５ ５ 号 

国 営 計 第 ７ ５ 号 

国 北 予 第 ２ ５ 号 

平成２７年１２月２５日               

          

大臣官房官庁営繕部長 

各 地 方 整 備 局 長 

北 海 道 開 発 局 長 あて 

 

大臣官房 長 

（公印省略） 

 

施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行について 

  

 計画的な事業執行は、施工体制の効率化による生産性の向上を通じ、公共工

事の品質の確保や、その担い手の中長期的な確保に寄与するため、発注者が主

体的に取り組むべき責務である。この点については、「公共工事の品質確保の

促進に関する法律」（平成１７年法律第１８号）において計画的な発注が発注

者の責務として示されたところであり、「発注関係事務の運用に関する指針」

（平成２７年１月３０日公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議

申合せ）においても、計画的な発注や適切な工期の設定により、施工時期等の

平準化を図るよう努めることとされたところである。 

ついては、下記事項に留意の上、国土交通省所管事業の計画的な事業執行に努

められたい。 

なお、下記事項の運用上の留意事項については別途通知する。 
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記 

 

１ 計画的な発注の推進 

年度当初に事業が少なくなることや、年度末における工事完成時期や履行期

限が過度に集中することを避けるため、早期発注や国庫債務負担行為制度の適

切な活用により、計画的な発注に努めること。 

 

２ 適切な工期の設定 

工期については、工事の性格、地域の実情、自然条件、建設労働者の休日等

による不稼働日等を踏まえ、特に以下に留意のうえ、工事施工に必要な日数を

確保するなど適切に設定すること。 

(1) 同工種の過去の類似実績を参考に、必要な日数を見込むこと。 

(2) 降雪期については、作業不能日が多いなど工事に要する期間が通常より

長期になることから、必要な日数を見込むこと。 

(3) 年度末にかかる工事を変更する際には、年度内完了に固執することなく、

必要な日数を見込むこと。 

 

３ 余裕期間制度の積極的な活用 

余裕期間制度については、柔軟な工期の設定等を通じて、建設資材や建設労

働者などが確保できるよう積極的に活用すること。 

 

４ 工期が複数年度にわたる工事等への適切な対応 

(1) 複数年度にわたる工期又は業務の履行期間を設定する必要がある場合は、

国庫債務負担行為制度を適切に活用すること。 

(2) 工事又は業務を実施する中で、計画又は設計に関する諸条件、気象又は用

地の関係、補償処理の困難、資材の入手難その他のやむを得ない事由により、

基本計画の策定等において当初想定していた内容を見直す必要が生じ、その

結果、年度内に支出が終わらない場合には、翌債（繰越）制度を適切に活用

すること。 

6
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国 地 契 第 ４ ４ 号 

国 官 技 第 ２ ５ ７ 号 

国 営 管 第 ３ ５ ６ 号 

国 営 計 第 ７ ６ 号 

国 北 予 第 ２ ６ 号 

平成２７年１２月２５日                  

           

大臣官房官庁営繕部 各 課 長 

各 地 方 整 備 局 総 務 部 長 

          企 画 部 長 

営 繕 部 長 

北 海 道 開 発 局 事業振興部長 

営 繕 部 長 あて 

 

大 臣 官 房 地 方 課 長 

大 臣 官 房 技 術 調 査 課 長 

大臣官房官庁営繕部管理課長 

大臣官房官庁営繕部計画課長 

北 海 道 局 予 算 課 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行についての運用について 

 

平成２７年１２月２５日付け国官総第１８６号、国官会第２８５５号、国地契

第４３号、国官技第２５５号、国営官第３５５号、国営計第７５号、国北予第２

５号により通知された「施工時期等の平準化に向けた計画的な事業執行につい

て」（以下「官房長通達」という。）の運用上の留意事項を下記のとおり定めたの

で通知する。 

なお、「事業執行に関する措置についての運用について」（昭和５３年２月１７

日付け建設省厚発第４５号、建設省技調発第６７号）は、廃止する。 

 

記 

 

１ 適切な工期の設定について 

官房長通達記２の適切な工期の設定に当たっては、次により実施するもの

とする。 
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(1) 「工期」とは、工事を実施するために要する期間で、準備期間と後片付け

期間を含めた実工事期間であること。 

(2) 官房長通達記２の工期の設定に当たっては、具体的には、休日（土日、祝

日、年末年始休暇及び夏期休暇）、降雨日、降雪期、出水期等の作業不能日

数、現場状況（地形的な特性、地元関係者や関係機関との協議状況、関連

工事等の進捗状況等）により必要な日数を見込むこと。 

(3) (2)により算出した日数が、過去に施工した同種工事の日数の状況と比較

して著しく乖離がある場合は、現場状況等当該日数の算出根拠について確

認を行うとともに、必要に応じて日数の見直しを図ること。 

(4) 災害復旧工事、完成時期や施工時期が限定されている工事等の制約条件

のある工事については、(2)及び(3)にかかわらず、当該制約条件を踏まえ

て必要な工期を設定すること。この場合においては、入札説明書及び特記

仕様書（営繕工事においては現場説明書。以下同じ。）に当該制約条件を

記載すること。 

(5) 出水期等の作業不能日数の設定は、中断期間を含めて一本化して発注す

ることが種々の条件からみて有利であるものに限り行うものとし、この場

合には、中断期間を含めた工期を設定すること。また、中断期間について

は、中断期間を含めて一本化して発注する方が中断期間を設けずに分離発

注する場合の経費より小さくなる範囲を目途として設定すること。この場

合においては、入札説明書及び特記仕様書において、中断期間を含めた工

期を設定した旨を記載すること。併せて、中断期間中は、工事現場の保全

措置を的確に講ずること。 

 (6) 作業不能日数については、特記仕様書に記載すること。あわせて、当初

見込んだ作業不能日数から実際の作業不能日数との間に乖離が生じること

が判明した場合においては、実際に生じることとなる作業不能日数を反映

した工期に変更すること。 

 

２ 余裕期間制度の積極的な活用について 

 官房長通達記３の余裕期間制度の積極的な活用に当たっては、次の事項に

留意するものとする。 

(1) 「余裕期間」とは、契約の締結から工事の始期までの期間であること。 

(2) 余裕期間制度には、次の方法があること。 

① 発注者が工事の始期を指定する方法（以下「発注者指定方式」という。） 

② 発注者が示した工事着手期限までの間で、受注者が工事の始期を選択

する方法（以下「任意着手方式」という。） 

③ 発注者があらかじめ設定した全体工期（余裕期間と工期をあわせた期

8
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間）の内で、受注者が工事の始期と終期を決定する方法（以下「フレッ

クス方式」という。） 

(3) 余裕期間は、契約ごとに、工期の３０％を超えず、かつ、４ヶ月を超え

ない範囲内で設定できるものとすること。 

(4) 余裕期間を設定する場合においては、入札説明書及び特記仕様書に「工

期及び余裕期間を設定することができる期間」のほか、次に掲げる内容を

記載すること。 

① 余裕期間制度を活用した工事である旨 

② 余裕期間内は、主任技術者及び監理技術者の配置を要しない旨 

③ 余裕期間内は、現場への資材の搬入、仮設物の設置等工事の着手を行っ

てはならない旨 

(5) (4)の「工期及び余裕期間を設定することができる期間」については、余

裕期間制度の各方式に応じて、それぞれ次の期限等を記載すること。 

① 発注者指定方式 工事の始期及び工期 

② 任意着手方式 工事着手期限及び工期 

③ フレックス方式 工事完了期限 
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＜任意着手方式＞

＜発注者指定方式＞

＜フレックス方式＞

余裕期間

（別紙）

工期（＝実工事期間）

工事着手期限契約締結

（工事の始期から○○日間）

工事の始期契約締結

契約締結 工事の始期

工期（＝実工事期間）

工期

工事の終期

余裕期間

契約締結 工事完了期限

余裕期間

契約締結 工事の始期 工事の終期

工期（＝実工事期間）

契約時

発注時

契約時

発注時

工事の終期

全体工期

全体工期

全体工期

（参考） 
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1

今後の追加取り組み項目（案）について

関係省庁連絡会議で平成27年1月30日に策定した「発注関係事務の運用に関する指針（運用指針）」

の「必ず実施すべき事項」及び「実施に努める事項」を踏まえ、各発注者が取り組むべき事項を整理。

※「発注関係事務の運用に関する指針」（国土交通省）より抜粋

1
3



＜工事＞ ＜工事＞ ＜業務＞

既存項目 追加項目 追加項目

適正な工期（週休２日確保含む） ○ － ○

最新の積算基準の適用 ○ － ○

歩切りの根絶 ○ － ○

低入札価格制度・最低制限価格の適切な活用 ○ － ○

予定価格は原則事後公表 ○ － ○

適切な設計図書の変更 ○ － ○

請負代金の適切な変更 ○ － ○

工期の適切な変更 ○ － ○

適切な入札契約方式の選択 △※ － －

発注・施工時期等の平準化 － ○ －

見積もり活用方式の導入 － ○ －

ワンデーレスポンスの実施（迅速化） ○ － －

設計変更の審議 ○ － －

工事中止等の協議等 ○ － －

工事完成一定期間後の確認・評価 － － －

※総合評価

2

今後の追加取り組み項目（案）について

◆必ず実施すべき事項

◆実施に努める事項

○運用指針と既存項目のチェック

→ 工事では発注・施工時期等の平準化の取り組みを追加する。

→ 業務は必ず実施すべき事項を追加する。

1
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3

今後の追加取り組み項目（案）について

平成２６年度の取り組み項目に加え、工事は平準化等、業務は必ず実施すべき事項を追加する。

＜工事＞

①最新積算基準の適用状況

②労務単価の適用状況

１．総合評価方式の導入・拡大

①総合評価方式の導入・拡大の取り組み状況

②工事評定の実施の取り組み状況

２．低入札調査基準価格及び最低制限価格の見直し

①最新の公契連モデル(H25)の適用取り組み状況　

３．予定価格の事後公表への移行

①予定価格の事後公表への取り組み状況

②「低入札調査基準価格」または「最低制限価格」の事後公
表への取り組み状況

⑥発注・施工時期等の平準化

４．予定価格の適正化

③歩切りの廃止

５．工事における生産性の向上

①適正な工期設定（４週８休の考慮、変更時など）

②精算変更の実施

④不調・不落等の場合の見積り活用方式の導入

⑤ワンデーレスポンスの実施

③４点セットを活用

④３者会議の実施状況

平成２７年度公表用取り組み項目（案）

＜業務＞

①最新積算基準の適用状況

②技術者単価の適用状況

３．予定価格の適正化

③歩切りの廃止

４．業務における生産性の向上

①適正な工期設定（４週８休の考慮、変更時など）

②精算変更の実施
（数量、業務条件、業務内容等に変更がある場合）

１．低入札調査基準価格及び最低制限価格の適用

①低入札調査基準価格及び最低制限価格の適用　

２．予定価格の事後公表への移行

①予定価格の事後公表への取り組み状況

②「低入札調査基準価格」または「最低制限価格」の事後
公表への取り組み状況

※赤字は、H27年度から追加する公表用取り組み項目（案）

※追加項目については、本協議会で項目を確認し、

7月に開催予定の県部会で目標を確認した後、公表する。

1
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4

データ収集項目について

北陸ブロック発注者協議会（H26.4.30）で合意されたデータ収集項目に６．を追加して、平成２７年度内

にデータ収集を依頼する。

＜データ収集項目＞

本協議会を経て、平成２７年度内にデータ収集を依頼する予定。

＜工事＞

＜業務＞

２．表彰制度の有無

５．建設ＩＣＴ（情報化施工）の導入

６．若手・女性技術者の登用支援　【追加】

データのみ収集する項目（案）

１．工事表彰制度の有無

２．地域貢献の評価（災害協定、維持管理実績、除雪実績）

３．安全施工マニュアルの整備

４．工事情報共有化システム（ＡＳＰ）の導入

１．入札契約方式の運用状況

２．成績評定の実施

1
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【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

１．総合評価方式の導入・拡大
①総合評価方式の導入・拡大の取り組み状況

区分
H26年度 H27年度

（参考）
H29年度の目標

備考

発注工事の全件
数（Ａ）

総合評価
方式の件
数（Ｂ）

【実施率】
（Ｃ）＝（Ｂ）
／（Ａ）

目標 実績 自己評価
　　　　その他

一部の場合、適用条件を記入

発注工事
の全件数
（Ａ）

総合評価
方式の件
数（Ｂ）

【実施率】
（Ｃ）＝（Ｂ）
／（Ａ）

市町村
（石川県）

金沢市 941 15 2%
選定基準に該当す
る全ての工事で実
施

原則８千万円以上の工事が対象
選定基準に該当する全ての工事
で実施

七尾市 212 1 0.5% 実施割合の拡大
１千万円以上の技術提案が可能な工
事が対象
（災害復旧工事は除く）

実施割合の拡大

小松市 386 46 12%
選定基準に該当す
る全ての工事で実
施

工事難易度に応じて実施（1,500万円
未満、緊急復旧工事を除く）

選定基準に該当する全ての工事
で実施

加賀市 317 0 0%
総合評価方式の
導入

実施割合の拡大

白山市 365 0 0% １件以上の実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

輪島市 228 0 0% 1件実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

珠洲市 242 0 0% 1件実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

羽咋市 76 2 3% 実施割合の拡大
企業の技術力等と入札価格を一体と
して評価することが妥当と認められる
工事

実施割合の拡大

かほく市 149 0 0% ２件実施
企業の技術力等と入札価格を一体と
して評価することが妥当と認められる
工事

実施割合の拡大

能美市 160 3 2% 実施割合の拡大
企業の技術力と入札価格を一体評価
することが妥当と認められる案件

実施割合の拡大

川北町 30 0 0% 実施を検討 実施を検討

野々市市 109 2 2% 実施割合の拡大
企業の技術力等と入札価格を一体と
して評価することが妥当と認められる
工事

実施割合の拡大

津幡町 127 3 2% ３件程度
総合評価方式が妥当と認められる工
事

総合評価方式が妥当と認められ
る工事で実施

災害復旧工事は除く

内灘町 177 0 0% １件以上の実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

志賀町 150 0 0% 1件以上の実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

宝達志水町 76 0 0% 実施割合の拡大
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

中能登町 146 0 0% 1件以上の実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

穴水町 115 0 0% 1件以上の実施
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

能登町 221 9 4% 実施割合の拡大
企業の技術力等及び入札価格を総
合的に評価することが妥当と認めら
れる工事

実施割合の拡大

　　取り組み項目

機関名

1 / 18
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

１．総合評価方式の導入・拡大
②工事評定の実施の取り組み状況

H26年度 H27年度
（参考）
H29年度の目標

備考

目標 実績 自己評価
　　　その他

一部の場合、適用条件を記入

全ての工事で実施 全ての工事で実施 130万円以下を除く 130万円を超える工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 130万円未満を除く 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 130万円以下を除く
全ての工事で実施（130万円を超
える工事）

全ての工事で実施 全ての工事で実施 130万円未満を除く 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 130万円以下を除く 全ての工事で実施

未実施 一部の工事で実施
1000万円以上の工事のうち一部
で試行

一部の工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 500万円未満を除く 全ての工事で実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施 250万円未満を除く 一部の工事で実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施 300万円未満を除く 300万円以上の工事全て

一部の工事で実施 一部の工事で実施 130万円以下を除く 一部の工事で実施

未実施 実施を検討 実施を検討

一部の工事で実施 一部の工事で実施
500万円以上の道路工事、河川工
事、公園緑地工事を対象

対象工事を検討

全ての工事で実施 全ての工事で実施 500万円未満を除く 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 130万円未満を除く 全ての工事で実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施 1000万円未満を除く 一部の工事で実施

未実施 一部の工事で実施 500万円未満を除く 一部の工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 200万円未満を除く 全ての工事で実施

未実施 一部の工事で実施
１千万円以上の工事のうち一部で
試行

一部の工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 500万円未満を除く 全ての工事で実施

2 / 18

18



区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

２．低入札調査基準価格及び最低制限価格の見直し
①最新の公契連モデル（Ｈ２５）の適用取り組み状況

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価

　　　　　　　その他
・公契連モデル以外の場合、率を
記入
・最低制限価格の場合、その旨を
記載
・併用の場合、その内容を記載

最新モデル（H25）の適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデル（Ｈ25版）以上の適用 最新モデル以上の適用
最低制限価格
（一般管理費 70％）

最新モデル以上の適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用
予定価格が130万円を超える工事
で実施（最低制限価格併用）

最新モデルの適用

最新モデルの導入 最新モデルの適用 最低制限価格併用 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格併用 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

独自モデル適用 最新モデルの適用 最新モデルの適用

未適用 最新モデルの導入 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

最新モデルの適用 最新モデルの適用 最低制限価格 最新モデルの適用

未公表 未公表 最低制限価格 未公表 算出方法未公表

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

３．予定価格の事後公表への移行
①予定価格の事後公表への取り組み状況

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他

一部の場合、適用条件を記入

全て事前公表
全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

130万円を超える工事で実施
全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

130万円を超える工事で実施
全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

全て事前公表 全て事前公表 全て事前公表 予定価格50万円以上の工事

全て非公表 全て事前公表 130万円を越える工事で実施 全て事前公表 Ｈ２６は設計額を事前公表

全て事前公表 全て事前公表
50万円(建設工事類似業務)を超
える工事で実施

全て事前公表

全て事前公表
事前公表で弊害がないことを確認
の上、当面は事前公表を継続

130万円超の工事及び全補助の
災害工事

事前公表で弊害がないことを確認
の上、当面は事前公表を継続

全て事前公表
―
（事前公表で弊害がないことを確
認）

予定価格が130万円を超える工事
で実施

―
（事前公表で弊害がないことを確
認）

全て事前公表 当面は事前公表を継続 当面は事前公表を継続

全て事前公表 全て事前公表
予定価格が130万円以上の工事
で実施

当面は事前公表を継続

全て事前公表 全て事前公表 全て事前公表

非公表 全ての事前公表 全て事前公表

全て事前公表 全て事前公表 全て事前公表

全て事前公表 全て事前公表 130万円を超える工事で実施 全て事前公表
・事前公表で弊害がないことを確
認

全て事前公表
―（事前公表で弊害がないことを
確認）

130万円以上の工事で実施
―（事前公表で弊害がないことを
確認）

事前公表で弊害がないことを確認

非公表 全て事前公表 全て事前公表 設計額 を事前公表

全て事前公表 全て事前公表 130万円以上の工事で実施 全て事前公表

全て事前公表 全て事前公表
予定価格が130万円以上の工事
で実施

全て事前公表

事前公表 事前公表 事前公表

一部事後公表 一部事後公表

競争入札による建設工事のうち、
一般競争入札において特殊工事
のため参加者が極めて少数にな
ると見込まれる工事のみ事後公
表、それ以外は事前公表。

一部事後公表

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

３．予定価格の事後公表への移行
②「低入札調査基準価格」または「最低制限価格」の事後公表への取り組み状況

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価

　　　その他
・「低入札調査基準価格」、「最低
制限価格」を記入
・一部の場合、適用条件を記入

全て事後公表 全て事後公表

「低入札調査基準価格」（総合評
価方式に限る。）、「最低制限価
格」
130万円を超える競争入札による
建設工事

全て事後公表

全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

「最低制限価格」
130万円を超える工事で実施

全て事前公表
(事前公表で弊害がないことを確
認)

全て非公表 全て非公表

「低入札調査基準価格」「最低制
限価格」
予定価格が130万円を超える工事
で実施

全て非公表

全て非公表 全て非公表
「低入札調査基準価格」
「最低制限価格」

全て非公表

事後公表に向けて検討 事後公表に向けて検討 「最低制限価格」 事後公表に向けて検討

全て非公表
非公表で弊害がないことを確認の
上、当面は非公表を継続

「低入札調査基準価格」
「最低制限価格」

未公表で弊害がないことを確認の
上、当面は非公表を継続

全て事後公表 全て事後公表 「最低制限価格」 全て事後公表

全て事後公表 全て事後公表
「最低制限価格」
130万円を超える工事で実施

全て事後公表

全て非公表 全て非公表 「最低制限価格」 当面は非公表を継続

全て事後公表 全て非公表 「最低制限価格」 全て非公表

非公表 事後公表を検討 事後公表を検討

全て事後公表 全て事後公表 全て事後公表

全て事後公表 全て事後公表
「最低制限価格」
130万円を超える工事で実施

全て事後公表

非公表 全て非公表 「最低制限価格」 事後公表に向けて検討

非公表 全て非公表 「最低制限価格」 全て非公表

全て事後公表 全て事後公表 「最低制限価格」 全て事後公表

全て事後公表 全て事後公表 「最低制限価格」 全て事後公表

未公表 全て非公表 「最低制限価格」 全て非公表

全て未公表 全て非公表 「最低制限価格」 全て非公表

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

４．予定価格の適正化
①最新積算基準の適用状況

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価 その他

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

最新基準(H26)を適用 最新基準(H27)を適用 最新基準を適用

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

４．予定価格の適正化
②労務単価の適用状況

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価 その他

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中に改訂があった場合は
見直す

年度途中に改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価(年度途中に改訂が
あった場合に適用)

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価(年度途中に改訂が
あった場合に適用)

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改正が
あった場合に適用）

年度途中に改正があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価(年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価(年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

最新の単価（年度途中に改訂が
あった場合に適用）

年度途中で改訂があった場合は
見直す

年度途中で改訂があった場合は
見直す

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

４．予定価格の適正化
③歩切りの廃止

H26年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　　　　その他
一部実施の場合、適用条件を記
入（例：随意契約の場合等）

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

予定価格の適正な設定 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

歩切り実施割合を減らす 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

一部実施 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

歩切り廃止を検討 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

歩切りの廃止 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

歩切り廃止を検討 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

歩切り実施割合を減らす 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し 全ての工事で歩切り無し

H27年度
（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
①-1適正な工期設定（工期算定ルールの有無と実施）

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価

　　　その他
・工期算定のルールがある場合、
その内容を記載
・一部実施の場合、適用条件を記
入

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、原則すべ
ての工事に適用している。

原則すべての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

原則すべての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工程日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用 石川県積算資料を引用 全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算定

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

県の積算基準に準じ、工期を設定 県の積算基準に準じ、工期を設定
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルール無し 全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
・準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定のルールがあり、全ての
工事で適用している。

全ての工事に適用
国土交通省の積算基準を基に作
成

全ての工事に適用

工期算定ルール無し 工期算定ルールの作成
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により航輝を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

工期算定ルールがあり、全ての工
事で適用している。

全ての工事に適用
準備、実施工日数、雨天・休日
等、後片付けのそれぞれの日数
を合計した日数により工期を算出

全ての工事に適用

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
①-2適正な工期設定（４週８休の実施）

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価

　　　その他

一部実施の場合、適用条件を記
入

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定ルールがあり、４週８休
が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

現状把握 ４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する
現場条件、設計基準が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更

工期算定ルール無し ４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあるが、４週
８休が反映されていない。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

航輝設定のルール無し ４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

工期算定のルールがあり、４週８
休が反映されている。

４週８休を反映する ４週８休を反映する

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
①-3適正な工期設定（変更時）

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の一部、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の一部、工期を変
更。

当該工事の一部で工期変更を実
施

当該工事の一部で工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、必要に応じて当該工事の
工期を変更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の一部、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全ての工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

現場条件、設計条件が変わった
場合、当該工事の全て、工期を変
更。

当該工事の全て、工期変更を実
施

当該工事の全て、工期変更を実
施

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
②精算変更の実施（数量、現場条件、設計条件等に変更がある場合）

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価

現場条件、
設計条件に
変更が生じ
た件数

左記に対し
て、精算変
更した件数

　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 　 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工期で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

（参考）
H29年度の目標

12 / 18

28



区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
③-1　４点セットの活用（土木工事条件明示の手引き（案））

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

一部の工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考とした 参考とする 参考とする
手引き・ガイドライン等を参考に、
県様式の特記仕様等により施工
円滑化に取り組んでいる。

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

活用について検討 活用について検討 必要と判断された場合
必要がある場合全ての工事で活
用

活用について検討 活用について検討 全ての工事で活用

未活用(石川県土木工事共通仕
様書に基づき作成）

一部の工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考として活用 参考として活用 参考として活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

未活用 参考とする 参考とする

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考資料として活用 参考資料として活用 参考資料として活用

未活用 一部工事で活用を検討 一部工事で活用

未活用 一部の工事で活用 一部の工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用 石川県独自様式を準用

（参考）
H29年度の目標

13 / 18
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
③-2　４点セットの活用（土木工事設計図書の照査ガイドライン（案））

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

一部の工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考とした 参考とする 参考とする
手引き・ガイドライン等を参考に、
県様式の特記仕様等により施工
円滑化に取り組んでいる。

一部の工事で活用 一部の工事で活用 全ての工事で活用

活用について検討 活用について検討 必要がある場合 全ての工事で活用

活用について検討 活用について検討 全ての工事で活用

未活用（手引き等書面の作成は
行っていないが、約款等の規定に
より、これに準じた受発注者間の
協議は実施）

一部の工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考として活用 参考として活用 参考として活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

未活用 参考とする 参考とする

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考資料として活用 参考資料として活用 参考資料として活用

未活用 一部工事で活用を検討 一部工事で活用

未活用 活用に向けての検討 活用に向けての検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用 石川県独自の方法を準用

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
③-3　４点セットの活用（土木工事設計変更ガイドライン（案））

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

一部の工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考とした 参考とする 参考とする
手引き・ガイドライン等を参考に、
県様式の特記仕様等により施工
円滑化に取り組んでいる。

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

活用について検討 活用について検討 必要がある場合 全ての工事で活用

活用について検討 活用について検討 全ての工事で活用

未活用（手引き等書面の作成は
行っていないが、これに準じた受
発注者間の協議は実施）

一部の工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考として活用 参考として活用 参考として活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

未活用 参考とする 参考とする

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考資料として活用 参考資料として活用 参考資料として活用

未活用 一部工事で活用を検討 一部工事で活用

未活用 活用に向けての検討 活用に向けての検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
③-4　４点セットの活用（工事一時中止に係るガイドライン（案））

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

一部の工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

未実施 実施しない 実施しない
手引き・ガイドライン等を参考に、
県様式の特記仕様等により施工
円滑化に取り組んでいる。

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

活用について検討 活用について検討 必要がある場合 全ての工事で適用

活用について検討 活用について検討 全ての工事で活用

未活用（手引き等書面の作成は
行っていないが、これに準じた受
発注者間の協議は実施）

一部の工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考として活用 参考として活用 参考として活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

未活用 参考として活用 参考として活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

参考資料として活用 参考資料として活用 参考資料として活用

未活用 一部工事で活用を検討 一部工事で活用

未活用 活用に向けての検討 活用に向けての検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討 一部の工事で活用を検討

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用 石川県独自様式を準用

（参考）
H29年度の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
④３者会議の実施状況

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

一部の工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

未実施 実施しない 実施しない
対象とすべき案件は少なく、適時
受注者の照査結果を設計者に確
認するなどして対応できている。

必要に応じて随時実施 必要に応じて随時実施 必要に応じて随時実施

必要がある場合、一部の工事で
実施

必要がある場合、一部の工事で
実施

必要がある場合 全ての工事で実施

必要に応じて適宣実施 必要に応じて敵宣実施 必要に応じて適宣実施

三者間の調整等のための調整会
議は特に義務付けているわけで
はなく、必要なケースで適宣実施
しているため

一部の工事で実施 一部の工事で実施 大型の建築工事等で実施 全ての工事で実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施 建築工事において一部実施 一部の工事で実施

未実施 一部の工事で実施 建築工事において一部実施 一部の工事で実施
設計・監理を同一の担当で行って
いる場合多くおおむね対応できて
いる。

未活用 未活用 未活用
発注部署において必要に応じて
適宜同趣旨の会議を開催してい
る。

一部の工事で実施 一部の工事で実施
・重要構造物を含む工事
・新技術、新工法を活用する工事

一部の工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

必要に応じて適宜実施 必要に応じて適宜実施 建築工事で適宜実施 必要に応じて適宜実施 建築工事で適宜実施

比較的規模の大きい建築工事で
活用

比較的規模の大きい建築工事で
活用

比較的規模の大きい建築工事で
活用

未活用 一部工事で活用を検討 一部工事で活用を検討

未活用 活用に向けての検討 活用に向けての検討

一部の工事で実施 一部の工事で実施 一部の工事で実施

未実施 未実施 未実施
同一の職員が設計・積算・監督を
担当し、工事着手前に施工者との
打合せを行っている。

未実施 未実施 未実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施

・重要構造物を含む工事
・指定仮設を含む工事
・新技術・新工法を活用する工事
・施工条件、地形・地質条件等の
変更が予想される工事

一部の工事で実施

（参考）
H29の目標
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区分

市町村
（石川県）

金沢市

七尾市

小松市

加賀市

白山市

輪島市

珠洲市

羽咋市

かほく市

能美市

川北町

野々市市

津幡町

内灘町

志賀町

宝達志水町

中能登町

穴水町

能登町

　　取り組み項目

機関名

【公表用内訳様式】平成２７年度目標設定

５．工事における生産性の向上
⑤ワンデーレスポンスの実施

H26年度 H27年度 備考

目標 実績 自己評価
　　　その他
一部の場合、適用条件を記入

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

未実施 実施しない 実施しない

同一の職員が設計・積算・監督を
担当しており、現場で発生した問
題にも日頃から円滑に対応できて
いる。

全ての工事で実施 全ての工事で実施
50万円以上の工事で実施（工事
監理委託業務のある工事は除く）

全ての工事で実施

一部の工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

未実施 未実施 未実施

全ての工事で活用 全ての工事で活用 全ての工事で活用
設計・監理を同一の担当で行って
いる場合が多くおおむね対応でき
ている。

未活用 未活用 　
発注部署において必要に応じて
同趣旨のことを実施している。

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

実施 実施 実施

同一の職員が設計・積算・監督を
行っているため、現場で生じた問
題等にも日頃から迅速に対応でき
ている

未実施 実施 実施

積算担当者が監督をする場合が
多いため、現場で発生した問題に
は日頃から円滑に対応できてい
る。

未活用 一部工事で活用を検討 一部工事で活用

未実施 一部の工事で実施 一部の工事で実施

一部の工事で実施 一部の工事で実施 一部の工事で実施

未実施 未実施 未実施

同一の職員が設計・積算・監督を
担当し、工事現場で発生した問題
や変更にも円滑に対応できてい
る。

未実施 未実施 未実施

全ての工事で実施 全ての工事で実施 全ての工事で実施

（参考）
H29年度の目標
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